
令和８年度 新商品開発支援補助金要綱

～新発田台輪３００周年記念コラボ商品開発特別枠～

１ 目的

新発田台輪３００周年記念として地域産業の振興、地場産品の販路拡大及び新規需要の開拓を促進す

るため、市内に本社、本店等を置く中小企業者、個人事業主等が取り組む商品開発に要する費用の補助

を目的とする。

２ 補助対象経費

（１）新商品を開発するための試作費

（２）新商品を包装するパッケージ開発費、既存パッケージの改良費

（３）開発商品のＰＲ経費

（４）その他、会長が必要と認める経費

※交付決定前に契約済（購入済）の経費は対象外となります。

※令和８年６月 30 日（火）までに開発が完了し、７月 31 日（金）までに支払が完了する経費としま

す。

３ 補助率・補助上限額

補助金の額は、補助対象経費の合計額（税抜き）の２分の１とし、上限を 10万円とする。（1,000 円

未満の端数は切り捨て）

４ 補助金申請方法

５ 受付期間

令和８年６月 19 日（金）まで。

※予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。

６ その他

・不正な請求が発覚した場合は、補助金額の全額を返還していただきます。

・記載事項は今後変更の可能性がありますので、その際は随時ご案内します。
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【 問い合わせ先 及び 提出先 】
新発田市産業連携推進委員会事務局（新発田市商工振興課内）
〒957-8686 新発田市中央町３-３-３ヨリネスしばた６階
※5/7 以降、新発田市中央町３-３-22 松縁館ビル１階
TEL：0254-28-9650 MAIL：shoukou@city.shibata.lg.jp

①の提出時には、事業実施に係る費用の見積もりを

添付してください(様式任意)。

④の提出時には「補助金請求書に請求額の内訳が分

かる書類（請求書、納品書、領収書、振込明細書な

ど）」の添付が必要になりますので破棄せずに必ず

保管してください。また、完成した商品についてサ

ンプル（食品については写真データ可）の提出もお

願いします。そのほか、写真撮影などにご協力いた

だきます。


